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第３章 将来のまちづくりの方向性と地域公共交通に求められる役割 

３－１．上位・関連計画におけるまちづくりの方針の整理 

 

（１）人口 70万人の維持（第３次静岡市総合計画、静岡市人口ビジョン、静岡市総合戦略） 

第３次静岡市総合計画等において、本市の大目標として「平成 37年 

（2025年）に総人口 70万人を維持」を掲げている。 

本目標に基づく６つの重点プロジェクト、10分野の各種施策に取り組

んでおり、交通政策においても本目標に資する政策を展開し、「多様な

交流と活動を支える交通環境の充実の推進」を行っている。 

地域公共交通に求められる役割 

都市拠点*26のさらなる魅力向上 

人口減少・高齢化に対応した交通環境への転換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第３次静岡市総合計画、静岡市総合戦略の概要＞ 

出典：第 3次静岡市総合計画、静岡市総合戦略 

＜第３次静岡市総合計画＞ 
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（２）集約連携型都市構造の構築（静岡市都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ） 

  第３次静岡市総合計画に掲げた人口 70 万人の維持に向け、平成 28

年３月に改定を行った。 

本計画において目指す都市構造として「集約連携型都市構造」を掲げ

ている。その中で多様なライフスタイルに応じたゾーンの設定、集約連

携型都市構造の考え方を示している。 

地域公共交通に求められる役割 

集約拠点*27間のネットワーク化による市民生活の質の向上 

 

 

                        

本市では、将来都市構造に「集約連携型都市構造」を掲げています。 

出典：静岡市都市計画マスタープラン 

＜静岡市都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ＞ 

  

将来都市構造の考え方 

静岡市に求められる都市の姿
カタチ

 

集約連携型都市構造 

『「創造する力」による都市の発展』に

向けて、快適で質の高い機能が集約した

拠点の形成や、人やモノの交流を生み出

すネットワークの形成等に取組むことに

より、にぎわいと活力にあふれる都市を

姿
カタチ

づくることが求められています。 
『「つながる力」による暮らしの充実』

に向けて、住みよい居住環境の創出や、

豊かな歴史・自然資源の保全・活用等に

取組むことにより、一人ひとりのライフ

スタイルに応じた生活を送ることのでき

る都市を 姿
カタチ

づくることが求められてい

ます。 
集約化拠点・ゾーンの形成と 

ネットワーク化 

都市や地域の中心となる鉄道駅周辺や、

人口集積がみられ、バスの利用がしやす

い地区に、市民生活に必要な都市機能を

集約し、拠点性を高め、これらの拠点間

を公共交通で結び、市民生活の質を高め

ていくこと。 

広域基盤、歴史・自然資源の 

戦略的活用 

市街地の周辺で、工業・物流などの産業

集積により発展が見込まれる地域や、歴

史・自然などの観光ポテンシャルが高い

地域を効果的に活用していくこと。 
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＜集約連携型都市構造の概要図＞ 



第３章 将来のまちづくりの方向性と地域公共交通に求められる役割 

-13- 

（３）集約連携型都市構造の実現に向けたコンパクトなまちづくりの推進 

（静岡市立地適正化計画） 

 

第３次総合計画に示す「健康長寿のまちの実現（暮らしの充実）」、 

「歴史文化のまちの実現（都市の発展）」と、総合戦略に示す「人口 

減少対策」が、市政の方針としての３つの大きな柱となっている。こ 

の実現に向けての課題としては、厳しさを増す都市経営や買い物・移 

動環境の低下などの「安心・安全な生活への懸念」、街なかの求心力 

低下や地域産業の回復の遅れなどの「地域経済への懸念」、急激な人 

口減少への直面などの「人口減少への懸念」が挙げられる。 

都市計画マスタープランと調和しつつ、将来都市構造として掲げる 

「集約連携型都市構造」の実現に向けて、コンパクトなまちづくりを 

推進し、これらの課題解決を図り、実現していくことが本計画のねら 

いとなっている。 

 

地域公共交通に求められる役割 

コンパクトなまちづくりと連携した地域公共交通網の再編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜静岡市立地適正化計画の概要＞ 

出典：静岡市立地適正化計画 

＜静岡市立地適正化計画＞ 

安心・安全な生活への懸念

地域経済への懸念

【本市が抱える課題】

人口減少への懸念

市民生活の質の向上

地域経済の活性化

人口減少対策による

好循環を下支え

人口減少対策

【都市のコンパクト化による効果】【市政の方針】

○ 行政サービス維持のための

都市経営の効率化

○ 買い物・移動環境の向上

○ 徒歩・公共交通の利用促進

による健康増進

○ 様々な暮らし方を選択でき

る都市の提供

○ 街なかのにぎわい創出

○ 産業活動の生産性向上

○ 都市の魅力向上による交流

人口の増加

○ 若者や女性を惹きつける

都市の提供

○ 移住者を惹きつける

都市の提供

○ 都市経営が厳しさを増し、

行政サービス維持への懸念

○ 高齢者の買い物・移動環境

の低下への懸念

○ 高齢化に伴う医療費の増加

○ ライフスタイルの多様化

○ 街なかの求心力の低下

○ 地域産業の回復の遅れ

○ 地域資源の経済力への

転換が必要

○ 急激な人口減少への直面

○ 特に、若者・女性の転出が

顕著

歴史文化の

まちの実現
(都市の発展)

健康長寿の

まちの実現
(暮らしの充実)

立地適正化

計画

地域

公共交通網

形成計画

◆拠点エリアへの

都市機能の

誘導

◆公共交通沿線

への居住の誘導

◇公共交通網の

再編

生活への

働きかけ

総合計画

総合戦略
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（４）集約連携型都市構造をささえる総合的な交通体系の構築（静岡市総合交通計画） 

本市における交通政策のマスタープランとして、平成 18年 2

月に策定した静岡市総合交通計画について、第 4回静岡中部都

市圏総合都市交通体系調査（以下「パーソントリップ調査」）

を踏まえ、平成 28 年 3月に改定した。都市計画マスタープラ

ンにおいて目指す都市構造として掲げた「集約連携型都市構造

をささえる総合的な交通体系の構築」を方針に掲げている。 

集約連携型都市構造を目指すため、公共交通の再編として、

フィッシュボーン型の地域公共交通網の形成*28（東西軸を鉄道、

南北軸を路線バス）、交通結節点*29の整備、路線バスの幹線と

支線の区分、多様な交通手段のネットワーク化を示している。 

地域公共交通に求められる役割 

地域区分や交通需要に応じた最適な地域公共交通サービスの提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜静岡市総合交通計画＞ 

出典：静岡市総合交通計画 
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出典：静岡市総合交通計画 

＜公共交通網再編の考え方＞ 

*30



 

 

 

出典：静岡市総合交通計画 

＜バス路線の考え方＞ 
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３－２．上位・関連計画から地域公共交通に求められる役割 

 

地域公共交通に求められる役割は、上位・関連計画の将来都市構造として掲げる「集

約連携型都市構造」を支える持続可能な地域公共交通網を構築し、公共交通分野から人

口減少・少子高齢化社会に対応し、市民生活の質の向上を図ることである。 

また立地適正化計画との連携により、地域公共交通をより利用しやすい環境を整え、

都市のコンパクト化と地域公共交通網の持続性向上といった相乗効果を求められてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上位・関連計画 

第 3次総合計画 

 

人口ビジョン 

総合戦略 

都市計画 

マスタープラン 

立地適正化計画 

将来像 

人口 70万人の維持 

（2025年） 

集約連携型都市構造の

構築 

集約連携型都市構造の

実現に向けたコンパク

トなまちづくりの推進 

地域公共交通に求められる役割 

H27～31 

（2015～2019） 

都市拠点のさらなる魅力向上 

・交通結節点の機能強化。 

人口減少・少子高齢化に対応した交通環境への転

換 

・自動車に頼らない交通体系の構築。 

H27～34 

（2015～2022） 

集約拠点間のネットワーク化による市民生活の質の

向上 

・市民生活に必要な都市機能を集約し、拠点性を

高め、これらの拠点間を結ぶ公共交通ネットワ

ークを構築。 

H29～47 

（2017～2035） 

コンパクトなまちづくりと連携した地域公共交通

網の再編 

・施設や住居等がまとまって立地するよう、ゆる

やかな誘導を図り、地域公共交通によりアクセ

スできるネットワークを構築。 

総合交通計画 

集約連携型都市構造を

ささえる総合的な交通

体系の構築 

地域区分や交通需要に応じた最適な地域公共交通

サービスの提供 

・人口、施設立地、交通結節点、需要等に応じた

効率的で効果的な地域公共交通網を構築。 

H28～47 

（2016～2035） 

H28～47 

（2016～2035） 
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２０２５年に総人口７０万人の維持 

集約連携型都市構造の構築 

 自然調和ゾーン 

 利便性の高い市街地ゾーン 

 ゆとりのある市街地ゾーン 

・都市計画区域内で、農地・山林等の自然

環境を保全するエリア 
・市街化区域内で鉄道やバスの利便性が高

く、日常生活の中心地や面整備済の中で

も人口密度が将来的に一定規模維持し

ていくエリア 
・市街化区域から利便性の高い市街地ゾー

ンを除いたエリアで、低密度なゆとりある

土地利用に誘導するエリア 
市街地部（交通需要が多いエリア） 

◆地域公共交通形態 

 鉄道、路線バス、タクシー等 

郊外部（交通需要が少ないエリア） 

◆地域公共交通形態 

路線バス、コミュニティバス*3、タクシー等 

山間部（交通需要が著しく少ないエリア） 

◆地域公共交通形態 

 コミュニティバス、デマンド交通*4、 

市町村有償運送、タクシー等 
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用語の解説（第 3章）

*26:都市拠点 

商業、業務、行政、文化、交流、

レクリエーション等の都市機能と

人口が集積し、市民の多様な都市

生活の活動を支える場。 

 

*27:集約拠点 

医療、福祉、商業施設などの都市

機能を集約する拠点のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*28:フィッシュボーン型の地域公

共交通網の形成 

静岡市の集約連携型都市構造を目

指すため、公共交通の再編として

魚の骨に見立て、背骨の部分を鉄

道（東西軸）、ろっ骨部分を路線バ

ス（南北軸）で形成したイメージ

図。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*29:交通結節点 

駅前ターミナルや、バスターミナ

ルなど、電車やバスなど異なる交

通手段どおしの乗り継ぎをする場

所のこと。 

 

*30:乗換拠点 

静岡市総合交通計画では、路線バ

スなど（幹線）とデマンド型交通・

乗合タクシーなど（支線）と乗り

換える地域交通結節点をいう。 

 

 

 


